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事務所の概要

『地域の安全・安心の確保』『インフラの整備と保全を通じて、地域の元気を創出』

河川・道路という社会資本の整備・管理

におけるハード施策・ソフト施策を通じ

「人々が安全で暮らしやすく、誇りのも

てる福井の個性ある地域づくり」に貢献

します。

北川

九頭竜川鳴鹿大堰

大野油坂道路

冠山峠道路

国道８号の大雪対策
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事務所長

総務課

経理課

用地課

工務第一課

工務第二課

計画課

品質確保課

流域治水課

河川管理課

河川占用調整課

道路管理課

防災課

九頭竜川出張所

嶺南河川国道維持出張所

福井国道維持出張所

敦賀国道維持出張所

嶺北国道維持出張所

副所長（４）

契約事務管理官

事業対策官（３）

用地対策官

総括保全対策官

保全対策官

建設専門官（４）

占用調整管理官

専門調査官（３）

建設監督官（５）

●事務所の組織 職員数：総勢104名

（令和5年度）

事務所の概要（組織）
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事務所の沿革

○福井河川国道事務所は昭和２３年６月２８日の福井県北部を震源地とする福井地震の被害により、荒廃した
九頭竜川の復旧を行うために、昭和２３年９月に建設省近畿地方建設局の下に設置されました。

○国土交通省(旧建設省及び旧内務省)の直轄事業は、明治１９年７月の内務省令第１３号により、第３区土木
監督署(所在地大阪市)が設けられ、福井県下(嶺北部)がその管轄下に入ったことに始まります。
○その後、明治２３年８月に若狭地方が編入され、明治２７年７月には官制改正により、第４区土木監督署
(所在地名古屋市)の管轄下となり、さらに明治３８年４月内務省名古屋土木出張所(名称変更)の管轄下となり
ます。
○戦前の現地事務所は、大正５年１月九頭竜川改修工区事務所及び同川改修田所設置、大正７年３月同田所閉
鎖、大正１２年１月九頭竜川改修工区事務所閉鎖、昭和８年４月福井国道改良事務所設置、昭和９年９月同所
閉鎖、昭和１６年４月再び福井国道事務所を福井市井手町に設置、昭和１８年４月福井河川国道事務所と名称
変更し福井市春日町に移転、昭和２０年３月同所閉鎖と幾多の変遷を経ています。
○戦後、内務省の解体により昭和２３年１月総理府建設院を経て、福井県下は同年７月建設省近畿地方建設局
の管轄下となります。

昭和２３年９月 近畿地方建設局に福井工事事務所を設置（福井県議会内に仮庁舎を置く）

２３年１１月 福井市松本町に移転

２９年９月 敦賀工事事務所開設と合併、事業を継承

３３年６月 敦賀国道工事事務所開設のため敦賀出張所を分離

３９年１１月 庁舎を現在地に移転

４３年４月 敦賀国道工事事務所閉鎖のため敦賀出張所を分離

平成８年４月 庁舎新築

１３年１月 省庁再編により名称変更 国土交通省近畿地方整備局福井工事事務所

１５年４月 事務所名称変更で国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所

令和５年４月 組織改正により、北川出張所及び小浜国道維持出張所が廃止、嶺南河川国道維持出張所が新設

■戦後の事務所の沿革

5


